
京都市訓令甲第   号 

庁 中 一 般 

区 役 所 

事 業 所 

 京都市職員の出勤簿の整理及び休暇の取得状況等の記録に関する規程の一部を次のよう

に改正する。 

  平成２８年１２月２８日 

京都市長 門 川 大 作 

 別表第２ ２１の項中「２１」を「２２」に改め，同表２０の項中「２０」を「２１」

に改め，同表１９の項中「１９」を「２０」に改め，同表１８の項中「１８」を「１９」

に改め，同表１７の項中「１７」を「１８」に改め，同表１６の項中「１６」を「１７」

に改め，同表１５の項中「１５」を「１６」に改め，同表１４の項中「１４」を「１５」

に改め，同表１３の項中「１３」を「１４」に改め，同表１２の項中「１２」を「１３」

に改め，同表１１の項中「１１」を「１２」に改め，同表１０の項中「１０」を「１１」

に改め，同表９の項中「９」を「１０」に改め，同表８の項中「８」を「９」に改め，同

表７の項の次に次の１項を加える。 

８ 介護時間 
 

 別表第３ ５の項中「５」を「６」に改め，同表４の項の次に次の１項を加える。 

５ 介護時間 

  介護時間を取得する職員の氏名 

  介護時間を取得する旨を申し出た日 

  介護時間を取得する期間 

  給与が減額されることとなる時間数 

  介護時間を取得する理由 

附 則 

この訓令は，平成２９年１月１日から施行する。 

（行財政局人事部給与課） 
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